
三井不動産のオフィスビル防災対策 

三井不動産株式会社 ビルディング本部 

     環境・エネルギー事業部長  丸山 裕弘 

（於：危機管理研究会） 
2014年6月13日 



 １． ビル事業概要 

 

 ２． 企業のＢＣＰ策定状況  

 

 ３． 被害想定  

 

 ４． 『危機管理センター』   

 

 ５． 被災度判定システム  

 

 ６.  地震計の設置 

 

 ７． 新宿三井ビルにおける制震工事 

 

 ８． インフラ停止後の電力機能確保・主要機能維持  

 

 ９． 帰宅困難者対応の強化 

 

１０． 家具の固定化の重要性  

 

１１．都市防災力向上を目指して 

 
2 

目 次 



１．ビル事業概要 
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 ●賃貸・運営管理棟数：約300棟（首都圏および主要地方都市） 

 ●総延床面積：約200万坪 

 ●入居企業数： 3,000 社強 

 

＜主要ビル＞ 
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ビル事業概要 



２．企業のＢＣＰ策定状況 
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南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ 第9回会合 

「企業防災力について」より 
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（n=97） （n=26） 

➣約7割の企業がBCP策定済みであり、未策定の企業においても策定中 

 あるいは検討中である 

➣未策定企業のうち、7割以上の企業が今後1年以内にBCPを策定予定 

経団連 

「防災に関する委員会･国民生活委員会 合同アンケート」より 

◆ＢＣＰの策定状況 

【調査対象】防災に関する委員会・国民生活委員会等の各会員 約250社 

【回答社数】97社（回答率 38％）  【調査時期】2012年10月 

＊一般社団法人 日本経済団体連合会 

 「企業の事業活動の継続性強化に向けて」（2013.2.19） 
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➣主に地震や新型インフルエンザを想定事象としていた企業が多い 

   東日本大震災発生 

    ⇒津波・停電・放射線等の新たなリスクを想定した企業が多く見られる 

経団連 

「防災に関する委員会･国民生活委員会 合同アンケート」より 

◆ＢＣＰの想定事象 
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➣7割超の企業が、備蓄物資の品目・数量、安否確認を含む通信手段・体制、 

 バックアップシステムの多重化や代替拠点の確保等に取り組んでいる 

経団連 

「防災に関する委員会･国民生活委員会 合同アンケート」より 

◆東日本大震災を踏まえたＢＣＰの見直し項目 



３．被害想定 
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被害想定の見直し（東京都） 
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再検証 ＜首都直下型地震＞ 東京湾北部地震 M７.３ 
    多摩直下地震 M７.３ 
        
        

追加 ＜海溝型地震＞ 元禄型関東地震 M8.2 
        
        

追加 ＜活断層地震＞ 立川断層帯地震 M7.4 
        

◆フィリピン海プレート深度が浅い ⇒ 震源が浅いため、震度が大きくなる 

◆津波による被害想定 ⇒ 過去最大の元禄関東地震（1703年）をモデルに 

＊東京都HPから作成 

H24.3.30 



被害想定の見直し（東京都） 
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◆震度分布図  ＊東京湾北部地震（M7.3） 

＊東京都HPから作成 



東日本大震災における首都圏の被害概要 

神奈川県 東京都 埼玉県 千葉県 

全壊建物 - 棟 17棟 24棟 801棟 

半壊建物 41棟 195棟 199棟 10,088棟 

非住家被害 13棟 909棟 - 棟 839棟 

火災件数 6件 35件 12件 18件 

死亡者 4人 7人 1人 21人 

負傷者 137人 117人 104人 255人 
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＊総務省消防庁 
平成23年東北地方太平洋沖地震について 第147報（H25.3.26）  

➣東京においては、多くの地域が震度５弱であったにもかかわらず、 
    これだけの被害が発生している 

➣新たな被害想定では、震度７の地域がでるとともに震度６強以上の地域が 
   広範囲に及び、甚大な被害が想定される 

震度５強（9区） 震度５弱（14区） 

千代田区 江東区 中野区 杉並区 荒川区 
板橋区 足立区 江戸川区 墨田区 

中央区 港区 新宿区 文京区 台東区  

品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 
豊島区 北区 練馬区 葛飾区 

【参考：23区の震度（気象庁）】 



大震災時の被害想定（東京都） 
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➣東京都帰宅困難者対策条例（H２４．３．３０公布、H25．４．１施行） 
 ✔一斉帰宅の抑制（施設内待機、3日分の食料、水の備蓄の努力義務など） 

＊東京都HPから作成 

＊東京湾北部地震（M7.3） 

従来想定 H24.3.30想定 

人的 死者     5,638人 9,641人 

被害 負傷者     159,157人 147,611人 

  建物被害 火災   310,016棟 201,249棟 

  ライフライン 電力 停電率 16.9% 17.6% 

物的 
  

通信 固定電話不通率 10.1% 7.6% 

被害 
 

ガス 供給停止率 17.9% 26.8% 

上水道 断水率 34.8% 34.5% 

  下水道 被害率 22.3% 23.0% 

その他 帰宅困難者     約４５０万人 約５２０万人 



消防車両等の保有状況 
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東京消防庁における消防車両等の保有の状況  

                     資料 ：全国消防長会・平成25年版「消防現勢」等 

                                  東京消防庁ＨＰ・車種別消防車両等の配置定数 

本部数 署  出張所 消防車両等 

      

救急車 

        
ポンプ

車  
化学車 

はしご
車  

救助車 
ヘリコ 
プター 

その他   

10 81 208 1,616 673 48 83 28 6 778 236 



各機関が発表している地震の発生確率 
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水戸    31.0%増の62.3% 
千葉   11.9%増の75.7% 
さいたま  4.9%増の27.3% 
宇都宮   4.6%増の 6.2% 
横浜     4.1%増の71.0% 
東京     3.6%増の23.2% 

2010年版と比べ、 

関東での上昇率が目立つ！ 

◆今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率 
文部科学省 地震調査研究推進本部事務局（2012.12.21発表）   

文部科学省 
地震調査研究推進本部 
地震調査委員会 

70％程度 
（2004.8発表） 

東京大学地震研究所 83％ 
（2012.2発表） 

◆今後30年以内の首都直下地震の発生確率  



４． 『危機管理センター』 
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新宿 

汐留 

霞が関 

大崎 

豊洲 

丸の内 

本社・日本橋 

ミッドタウン 

●本社に「危機管理センター」を常設
(2006年10月） 
→有事の際は即座に「対策総括本部」
を立上げ、情報収集と現場支援を行う
体制を構築 
●夜間・休日の発災に備え、２名が当
直(２４時間 ３６５日） 

●本社「対策総括本部」とエリア拠点および主要ビルの間には、「専用線」によるＴＶ会議
システムを整備 →電話不通時にも通信インフラを確保 
●その他の各ビルとの間にも「衛星携帯電話」など複数の通信インフラを整備 
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緊急対応体制（概要） 



東日本大震災時の対応 
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➣当直体制による365日24時間対応 
 ２０１１年2月から、平日夜間および休日も当社と三井不動産ビルマネジメントの社
員が2名ずつ交代で当直を行う24時間体制としていた 

当直要員は毎日、対策本部立上げおよび拠点ビルとの通信訓練などを実施してお
り、その結果、東日本大震災の際も、各自役割を認識しながら、総動員で対策本部
任務にあたった 

＜災害対策訓練の様子＞ 



東日本大震災の教訓 
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➣『危機管理センター』の機能向上・スペース拡張 

  ✔危機管理機能の更なる向上・充実のため、スペースを拡張 

  ✔情報収集力の強化 

2006年10月から東京・日本橋の本社に「危機管理センター」を常設 

東日本大震災の経験を通じ、更なる強化の必要性を認識 

➣通信手段の充実 

  ✔専用線（アナログ、ＩＰ電話）は有効 

     ・・・ＴＶ会議システム、本部と各ビル間の専用電話   

  ✔衛星携帯は場所、時間などによって通信状態が変化 

  ✔インターネットが活躍 
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➣衛星携帯電話・専用線電話（アナログ、ＩＰ電話）を装備  

危機管理センターの情報収集機能 

通信インフラ 
  ✔前回有効だった通信手段が次回も有効とは限らない ⇒複数の通信手段を確保 

  ➣各ビルの館内状況や周辺状況を把握できる監視カメラ映像をセンターで取得 

    （映像のセレクト ＆ 一部遠隔操作） 

  ➣「被災度判定システム」 （後述）の解析結果 

     「危機管理センター」で情報収集し、リアルタイムで被災状況を把握 



危機管理センターの情報収集力強化 
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➣「ＴＶ会議システム」の充実 

  ✔「危機管理センター」とエリア拠点および主要ビルとを結ぶ「ＴＶ会議システム」＊ 

    のつなぎ方を変更。 

・従来の１対１型からマルチ型へ・・・各ビル同士だけでも会議が可能 
・本部が機能しなくなっても、別拠点を本部化して対応が可能 

Ａビル 

Ｂビル 

Ｃビル 

本部 本部 

Ａビル 

Ｂビル 

Ｄビル 

Ｃビル 

従来 現在 



５．被災度判定システム 
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・今回の震災でも「建物の安全性」に関する問い合わせ多数 

・被災後の初動段階において、「建物の安全性」をいかに短時間で確認
できるかが重要なポイントの１つ 

 

●被災度判定システム 

 ・高層ビルでは構造体の損傷を目視で確認・判断するには長時間かか
る 

 ・７～８階毎に設置した地震計の情報をもとに全階について構造体の
損傷などの被災度を10分程度で自動解析・判定 

 

●被災度判定マニュアル 

 ・構造評定のない低層ビル：図や写真で点検ポイントを示したマニュ
アルを全物件に整備 →管理スタッフが目視で一次判定 
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建物の安全性とその確認 



＜解析項目＞ 

①各階「最大加速度」 

 家具・什器類の転倒 

 ～天井の落下 

②各階「最大層間変形角」 

 仕上げ材の損傷 

 ～柱・梁（構造体）の損傷 

 

＜導入メリット＞ 

①建物の安全性についてすばやい判断 

 （全館避難の要否等）が可能 

②各階毎の被災度が判定できるため、 

 発災直後の点検やテナント様のフォ 

 ロー、後日の詳細調査に活用 

本社災害対策総括本部 

  

各ビル 

危機管理ネットワーク 

被災度判定システム（まとめ） 
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被災度判定システムの展開 

東日本大震災時 22棟に導入済み 

 

従来は、解析に必要な構造計算が入手しやすい構造性能の大臣認定が求めら
れる高さ60ｍ以上のビルを導入対象としていた 

27 

対象を広げ、様々なビルに導入を拡大 
現在54棟に導入済 



６．地震計の設置 
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地震計の設置 

被災度判定システムのないビルでの被災度判定マニュアルによる 
診断には数時間を要する 

➣無人管理ビルでもビルの震度が把握できる 

建物ごとに地震計を設置 



７．新宿三井ビルにおける制震工事 
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新宿三井ビルにおける制震工事 ～物件概要と背景～ 
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✔階数/地上55階 地下3階 高さ210ｍ  竣工/昭和49年9月 
 

✔構造評定を受け、大臣認定を取得した最高度の耐震性を有する建物 

 

✔長周期地震動に対するテナント様の安心感を高めるため、揺れ幅を最新鋭の 

 超高層ビル並みに抑える 

(平成25年8月中旬着工 平成27年4月末竣工予定） 

【屋上】 

【5階～10階】  



新宿三井ビルにおける制震工事 ～装置概要～ 
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✔従来超高層ビルの風揺れ対策に使用されてきた振り子式の錘を日本で初めて 

 発展応用させ、超高層ビルの地震の揺れ対策の制震装置として実用化 



新宿三井ビルにおける制震工事 ～装置概要～ 
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✔屋上に振り子式の錘（300ｔ）を6基設置し、錘が揺れること 

 で建物の振動エネルギーを吸収して地震の揺れを大幅に 

 抑制する 

✔さらに、低層階コア部（フロアの中心付近の構造体）に 

 高性能オイルダンパーを48台設置し、建物の揺れに応じて 

 ダンパーのオイル流量を制御することにより地震の揺れを 

 抑制する 

高性能オイルダンパー姿図 
新宿三井ビルディングの断面図 

超大型 

制震装置TMD 

オイルダンパー 

しくみ 



新宿三井ビルにおける制震工事 ～効果と特徴～ 
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＜従来＞ 
制震ダンパー付ブレース 

＜今回＞ 
ＴＭＤ屋上 

制震性能 揺れ幅 20～40％程度減衰 揺れ幅 半減 

商品性 眺望の阻害 室内の影響なし 

有効床面積 減少 影響なし 

居室内工事 あり なし 

コスト 約50億＋テナント移転費用等 約50億 

工期 35ヶ月 20.5ヶ月 

 ✔直下型から長周期まで様々な地震の揺れ幅を低減。特に長周期地震動に対する制震効果 

  が大きく、揺れ幅を半減させ、揺れを早期に収束させる。  

  大型台風などの暴風時の揺れに対しても大きな低減効果を発揮する。 

 

 ✔眺望が阻害されることや有効床面積が減少することがなく、さらに居室内工事がなくなるなど、 

  テナント様への影響を大幅に低減できる。 

 

 ✔電気を使用しないので、停電の影響を受けない。 

（※当社で検討した新宿三井ビルの場合） 



新宿三井ビルにおける制震工事 ～架構工法～ 
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 ✔既存柱を上部に伸ばし、その間に十分な耐力と剛性を持つ梁を新設する 

  ことで、重量構造物の荷重を柱へ直接伝えることが可能となり、既存建物の 

  屋上にＴＭＤの設置が可能となった。 

⇒ 鹿島建設㈱と共同で特許申請中 



８．インフラ停止後の電力機能確保・ 

主要機能維持 

36 



37 

東日本大震災の教訓 

➣非常用発電機 

①長時間停電、計画停電への対応 

   長時間運転や反復運転は未経験 

   ⇒トラブル発生（業界団体への報告事例） 

    ・燃料配管へのエア混入、潤滑油の泡立ち、 

    セルモーターバッテリー切れ などで停止 

 

②電力供給先 

   従来は、基本的に保安系に供給。専有部への供給は限定的 

 

③燃料不足 

   被災地への優先割り当てによる不足、配送車両用の燃料不足 

➣エネルギーの確保 

  ✔電気等エネルギーの供給は絶対維持可能とは言えない 

  ✔複数エネルギーの確保、燃料の確保が重要 
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非常用発電設備の強化・設置の検討 

非常用発電機 燃料タンク（一部） 

電力供給 目標時間 

新築物件 専用部 コンセント 
照明 
換気 

 

共用部 保安系 
照明 

72時間 

既存物件 専用部 コンセント 
 

共用部 保安系 
照明 

主要物件： 
 72時間 
その他： 
 24時間以
上 
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ＥＬＶの耐震補強 

➣ＥＬＶの耐震性能の強化 

【東日本大震災の教訓】 
 首都圏震度５弱～５強で大量のＥＬＶ停止 

レールの耐震補強 

ロープはずれ止め対策・からまり防止対策 

長周期地震動センサー設置 



テナント様支援 
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➣非常用食料と飲料水の提供 

を無償で配布 

× テナント様在館ワーカーの人数分 １日３食分の非常食と１日３ℓ分の飲料水 



９．帰宅困難者対応の強化 

 

41 



東日本大震災の教訓 
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➣大量の帰宅困難者の発生 

 ✔東京都被害想定では約５２０万人と予想 

テナントワーカーを始めとした帰宅困難者対応を早急に強化する必要性 

➣東京都帰宅困難者対策条例（H２４．３．３０公布、H25．４．１施行） 

 ✔一斉帰宅の抑制（施設内待機、3日分の食料、水の備蓄の努力義務） 

 ✔３．１１当日（内閣府調査による推計） 

  東京都で約３５２万人、首都圏で約５１５万人 

 

 ✔内閣府資料「首都直下地震の帰宅困難者対策の必要性について」の想定 

  東京都で約３９０万人、首都圏約６５０万人 



帰宅困難者対応の強化 
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大規模地震発生時にも、テナント企業ならびにオフィスワーカーの皆様がよ
り安全な行動を選択できるように、一定期間の建物内での滞留を可能にする 

地域貢献として主要ビルでは一般帰宅困難者についても可能な限り受入れる 

１．防災備蓄品の配備を強化 

   ア．在館人口相当人数の１日分の水・食糧の備蓄（テナント協議後、順次実施） 

   イ．簡易トイレ、医薬品、救護機材等の備蓄拡充 

基本方針 



帰宅困難者対応の強化 

２．情報発信の強化  
 

➣「危機管理センター」から各オフィスビルへの情報提供 

各エリアの被災状況・公共交通機関の復旧状況など独自に取得した
情報を「危機管理センター」に集約し、各ビルに再配信し、テナント企
業・オフィスワーカーに情報提供  
 

➣館内放送のマニュアル改訂 

災害時の館内放送について、建物の安全性や周辺状況などを迅速か
つ的確に情報提供を行うためのマニュアルを見直し、体系的に整備 

  「建物の安全性」「避難の要否」 
  「エレベータの復旧状況」「交通機関の運転状況」など 

44 



一般帰宅困難者の受入  

➣一般帰宅困難者受入マニュアルの整備 

「新宿三井ビルディング」をモデルとして、受入マニュアルを作成済 

 ⇒運営スタッフが少ない状態でのオペレーションなど、さまざまな課題が浮上 

 

➣一般帰宅困難者用の災害備蓄品（水・食糧・防寒シート等）の備蓄  

 

➣各行政機関の一般帰宅困難者対策との連携 

 各エリアの防災計画に沿った一般帰宅困難者受入に対応するために、各行政機
関と連携した対策の構築への取り組み 

45 

主要ビルでは一般帰宅困難者についても可能な限り受入れる方針 

帰宅困難者も避難所運営に巻き込んでいく仕組みづくり 

（避難所の運営要員は非常に少ないため、帰宅困難者が単なる避難者となる
のではなく、避難所での役割を分担し、支えることが重要となる） 



日本橋室町東地区「江戸桜通り」地下歩道における 

帰宅困難者受入訓練 
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平成26年2月27日 「日本橋室町東地区開発計画」を通じて整備された「江戸桜通り」 

地下歩道において帰宅困難者受入訓練を実施 

中央区、テナント企業、室町東地区開発計画の他の地権者等と共同で総勢180名参加 

 

✔帰宅困難者受入体制構築・ゾーン設営 
 

✔帰宅困難者誘導・受付開始 
 

✔備蓄品配布スペース設営・備蓄品配布 
 

✔医療機関と連携した負傷者対応 

➣ 江戸桜通りの地下歩道および室町古河三井ビル・室町ちばぎん三井ビル・室町東 

  三井ビル・日本橋室町野村ビルの一部スペースは、中央区の指定する帰宅困難者 

  の一時滞在施設に指定されており、広さ約3,000㎡、約1,800人を収容予定。 

訓練内容 



日本橋室町東地区「江戸桜通り」地下歩道における 

帰宅困難者受入訓練 
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＜配布備蓄品＞ 

ビニールシート・座布団・防寒シート・ 

エアマット・食料・飲料水 

＜情報提供＞ 

デジタルサイネージを活用した災害状況
や交通情報の発信 



１０．家具の固定化の促進 

48 



➣東日本大震災では、被災地の78.1％の事業所で、什器の転倒・落下
・移動などの被害が発生（総務省消防庁調査） 

 ✔書類棚、コピー機、机、ＰＣなど 
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東日本大震災における什器の転倒 

➣什器・ＯＡ機器の転倒等により、人的災害が発生する危険性 
 ✔直接当たるだけでなく、避難通路がふさがれる事態も発生 

➣消防法の改正（平成19年6月）により、「防災管理業務」の実施が義務化 
 ✔什器類の固定についても、「消防計画」を作成し、「防災管理点検報告」
（原則年１回）において点検が義務化 
 

【抜粋】 収容物等の転倒・移動・落下防止に関わる事項 

○ 収容物等の転倒・移動の防止、落下のおそれのある物品等への対応の実施 

○ 収容物等の転倒・移動の防止の実施に関し、責任主体、実施方策、維持点検方策 

○ 落下のおそれのある物品等への対応に関し、責任主体、実施方策、維持点検方策 
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東日本大震災における実態～消防庁調査 

（大規模防火対象物の防火安全対策のあり方に関する検討部会） 

（総務省 消防庁） 

１．アンケート調査 

 岩手県、宮城県及び福島県に所在する建築物等 

 （岩手５４、宮城１７３、福島１００ 計３２７） 

２．ヒアリング調査 

 （ア）震災調査 ①被災地（岩手県、宮城県） ②首都圏（東京都） 

           ③津波の被害を受けた防火対象物（岩手県、宮城県） 

 （イ）大規模調査 

   防災管理を要する建物で、かつ防災センター等が設置されている建物 

     ①高さ６０ｍを超える大規模建築物 ②ターミナル駅を有するもの 

     ③延８万㎡を超える大規模建築物（全国９棟） 

「東日本大震災における 
 建築物の防災管理・自衛消防組織に係る運用実態について」 
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東日本大震災における実態～消防庁調査 

＊オフィス家具類の転倒・落下 

・移動防止措置は行われているか（n=205） 

＊どの程度実施しているか 

はい 

84% 

いいえ 

15% 

無回答 

1% 

全て

実施 

25% 

半数程

度実施 

31% 

一部実施 

42% 

無回答 

2% 
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東日本大震災における実態～消防庁調査 

◎ 地震によって、以下に掲げるオフィス家具類に転倒・落下・移動があったか。 
（n＝170）※複数回答あり 

オフィス家具の種類 転倒 落下 移動 

書類棚   102 56 65 

コピー機   7 5 102 

机   15 1 96 

ノートパソコン   13 50 54 

デスクトップ   58 65 52 

サーバーラック    17 4 57 

テレビ    40 56 64 

電子レンジ    16 40 45 

冷蔵庫   24 0 79 

その他    10 14 11 

「その他」の具体的内容       

スピーカー、プリンター、ロッカー、モニター類、厨房機器、電気ポット、金庫、実験装
置、エアコン、絵画、自動販売機など 
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東日本大震災における実態～消防庁調査 

◎地震によって、以下に掲げるオフィス家具類に対し転倒・落下・移動防止対策は必要で
あると思うか。（n＝205） 

オフィス家具の種類 必要である 不要である 
どちらとも言え

ない 

書類棚   184 6 8 
コピー機   93 35 58 
机   54 63 67 
ノートパソコン   57 65 61 
デスクトップ   111 21 51 
サーバーラック    145 10 26 
テレビ    170 8 13 
電子レンジ    104 14 55 
冷蔵庫   104 23 56 
その他    20 3 4 

「その他」の具体的内容         

ロッカー、モニター類、書架、実験装置、機器、展示家具、自動販売機、エアコン、ス
ピーカー、ピアノ など 
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東日本大震災における実態～消防庁調査 

【オフィス家具の転倒・落下・移動防止に関すること】 
・器具の転倒については、けが等にはつながらなかったものの、確実に発生することが
十分に認識できた。今後は、工夫をしながら対処していきたい。 

 

・震災当日、売場じゅう器の転倒等により、避難通路が十分確保できない、あるいは完
全に塞ぐ形で通路がなくなっている場所もあったことから、転倒防止措置を強化したい。 

 

・あらかじめ器具の転倒防止措置を施していたが、今回の震災により有効性を確認する
ことができた。 

 

・発災時に負傷者を発生させないことが重要であるが、そのためには器具の転倒防止対
策をはじめとした地震における事前対策が非常に重要であることを実感した。 

 

・オフィス家具の転倒防止対策があまりなされていなかったため、発災時には家具の転
倒、移動があった。避難に支障が生じるため、固定の必要性を強く感じた。 

 

・器具の転倒防止は、日ごろから各テナントに呼び掛けていたものの徹底が難しかった。
今回の地震で転倒防止の必要性を強く感じた。 
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東日本大震災における実態～消防庁調査 

【震災を通じて得られた教訓の具体的な内容】 

・オフィス家具類の転倒防止対策が十分になさ
れていなかったことにより、家具類が転倒・移動
し避難に支障が出たため、固定の必要性を感じ
た。 

・あまりの揺れの大きさに気が動転してしまい
自衛消防組織の初動が遅れたため、今後は消
防計画における被害想定及び組織の編成を見
直し、それに基づく防災教育を行った上で防災
訓練を実施する必要がある。 

・統括管理者と自衛消防組織の業務を兼務す
る形で組織編成していたが、想定以上の災害
ですべての事象に対応しきれなかったため、指
揮系統を専従化するなど組織を再編する必要
がある。 

大きかっ

た 

60% 

小さかっ

た 

20% 

ほぼ想定

どおり 

16% 

無回答 

4% 

被害は、当初想定していたものと比較してどうであったか。（n＝205） 
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東日本大震災における実態～消防庁調査 

地震によってけが人が発生したものを原因別に見ると以下のとおりとなる。 

（n＝19）※複数回答あり 

あわてて

転倒した 

6 

27% 

屋内の落

下物が当

たった 

6 

27% 

家具類が

転倒・落

下・移動

した 

3 … 

屋外の落

下物が当

たった 

2 

9% 

その他 

5 

23% 

「その他」の具体的な内容   

・天井の梁にぶら下がり状態となり、飛び降りた際に足を骨折した。 

・急病人（過呼吸）が発生した。   

４７．４％が落下物・転倒物によるけが 
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東日本大震災における実態～消防庁調査 

◎消防用設備等について、
破損や誤作動等の被害が
あったか。（n＝205） 

◎どのような消防用設備等に被害があったか。 

はい 

116 

57% 

いいえ 

87 

42% 

無回答 

2 

1% 

54 
44 

36 
26 25 20 17 

7 

30 

46.6% 

37.9% 
31.0% 

22.4% 21.6% 
17.2% 

14.7% 
6.0% 

25.9% 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

全回答の約２６％で発生 
↓ 

火災発生の場合、初期消火が非常に重要 
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東日本大震災における実態～消防庁調査 

地震の揺れによりじゅう器が散乱した客室（平成２３年６月６日撮影） 

避難経路が閉ざされる可能性 
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東日本大震災における実態～消防庁調査 

地震の揺れにより補助散水栓の配管が破断した事例（平成２３年６月６日撮影） 
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東日本大震災における実態～消防庁調査 

天井が落下し、スプリンクラー配管が破損した事例（平成２３年６月６日撮影） 



「オフィス什器 転倒落下防止ガイドブック」の発行  

61 

ガイドブックをテナントに渡し、オフィス什器の固定化を促進 



「防災関連ガイドブック」の発行  

62 

テナント企業に当社の防災の取り組みや事前対策の重要性を伝える 



１１．都市防災力の向上を目指して 

63 
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都市防災力の向上を目指して 

エネルギー供給の複線化が必要 

信頼性の高い非発認定中圧ガスラインによる自立分散型電源の導入 

エネルギーの３重化    
（系統電力  ＋ 油(非常用発電機) ＋ 都市ガス(ＣＧＳ)） 

周辺の既存街区を含めた電力と熱の供給 

街全体の防災力を向上 ⇒ モデルケースとして普及 ⇒ 都市防災力の向上 

震災以降、エネルギーの安定供給と環境負荷軽減はより重要になっている 
企業のＢＣＰ対応ニーズの急激な上昇 

東京の国際競争力の強化 



＋ 
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災害に強い環境共生型街づくり「日本橋スマートシティ」 
      自立分散型地域電力供給と高効率地域冷暖房の導入 

～はじめに～                               

BCP対策ニーズ 

低炭素街づくりの必要性 

 

法改正 

技術革新 

 

 

自立分散型電源の確保 

⇒震災以降における企業各社ニーズの高まり 

⇒原発停止に伴う更なる必要性の向上 

 

⇒特定電気事業の自己電源比率緩和（100％→50％以上） 

⇒コジェネレーションシステム(CGS)機器効率の大幅上昇 

 

 

 
⇒都心の既存街区（日本橋地区）における展開へ 

 
    自立分散型地域電力供給（特定電気事業） 
    高効率地域冷暖房（熱供給事業） 

（エネルギー複線化） 

＜導入検討の契機＞ 
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＜システム計画地と供給検討エリア＞ 

＜プラント予定地＞ 
・日本橋室町三丁目再開発 施設建築物内 
・敷地     約 11,500㎡ 
・新築建物  約165,700㎡ 
 
＜プラント予定供給能力＞ 
・電力    最大約5万kw（うちCGS発電約2～3万kw） 
・熱(冷却) 約100GJ/ｈ 
・熱(加熱) 約 60GJ/ｈ 
 

項目
特定規模電気事業

(PPS)
特定電気事業 特定供給

定義
一定規模（50kW以上）の
需要に応じて電気を供給

特定供給地点の
需要に応じ電気を供給

密接な関係のある複数の
需要に応じて電気を供給

道路占用 必要なし
（一般電気事業者の送電線使用のため）

公益特権あり
（中央通横断が可能）

公益特権なし
（道路法による規制）

東電停電時
の電力供給可否

電力供給不可
（一般電気事業者の停電と同時に停電）

電力供給可能
（自家発電+非発）

自家発電設備容量分のみ
電力供給可能

＜事業手法の比較＞ 

⇒経済産業省・東京都・中央区等行政機関との協議を進めている。 

◎既存街区を取り込むため、道路横断公益特権のある特定電気事業を採用。 

災害に強い環境共生型街づくり「日本橋スマートシティ」 
      自立分散型地域電力供給と高効率地域冷暖房の導入 

～本事業の概要～                              
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＜地域電力供給と地域冷暖房のシステムイメージ＞ 

災害に強い環境共生型街づくり「日本橋スマートシティ」 
      自立分散型地域電力供給と高効率地域冷暖房の導入 

～本事業の概要～                              
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＜非常時のBCP電源確保（イメージ）＞ 

発電能力はピークの50％以上 

災害に強い環境共生型街づくり「日本橋スマートシティ」 
      自立分散型地域電力供給と高効率地域冷暖房の導入 

～本事業の特色（非常時）～                              



ご清聴ありがとうございました 


